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○秋田市災害危険区域に関する条例の規定に基づく災害危険区域の指定

平成17年１月17日告示第11

号

秋田市災害危険区域に関する条例（平成16年秋田市条例第110号）第２条第１項の規定

に基づき、災害危険区域を次のとおり指定したので、同第２項の規定により告示する。

１ 区域の名称

災害危険区域

２ 指定区域

秋田市河辺神内字振作１ 秋田市河辺神内字振作12

〃 〃 １の１ 〃 〃 13

〃 〃 ２ 〃 〃 14

〃 〃 ２の１ 〃 〃 15の１

〃 〃 ４ 〃 〃 15の２

〃 〃 ５の１ 〃 〃 16の１

〃 〃 ５の２ 〃 〃 16の２

〃 〃 ５の３ 〃 〃 17

〃 〃 ５の４ 〃 〃 18

〃 〃 ５の５ 〃 〃 19

〃 〃 ６ 〃 〃 20の１

〃 〃 ７ 〃 〃 20の２

〃 〃 ８ 〃 〃 20の３

〃 〃 ９ 〃 〃 20の４

〃 〃 10 〃 〃 20の５

〃 〃 11

３ 施行日

平成17年１月11日


